
令和２年４月1日使用分から

●津市都市公園条例　第１０条

●津市都市公園条例　第１２条
●使用料の算定は、次に定めるところによる。

別表（第１０条、第１２条関係）

（改定前）使用料 →
（改定後）使用料

（変更がないものは省略する）

600円

610円 → 630円

変圧塔、鉄塔その他こ
れらに類するものを設
置する場合

660円

電柱、支線、支柱を設
置する場合

1,200円

標柱その他これらに類
するものを設置する場
合

60円

架空線、地下埋設物等
を設置する場合

66円

仮設工作物を設置す
る場合

10円

郵便差出箱及び信書
便差出箱

690円

公衆電話所 1,600円

その他の占用物件 10円

物品の販売、募金その
他これらに類する行為
をする場合

20円

業として行う写真撮影 200円

業として行う映画の撮
影

1,000円 → 1,040円

興行を行う場合 20円

競技会、展示会、博覧
会、集会その他これら
に類する催しを行う場
合

500円 → 520円

　津市都市公園条例第１０条、第１２条に係る使用料を改定
　消費税率引き上げに伴う使用料の改定に合わせて、令和２年４月以降、津市都市公園条例第１０条、第１２条に
係る使用料が、以下のとおり変わりました。

【問い合わせ先】　津市役所建設部建設政策課　電話　０５９－２２９－３１７９

　（１）使用料の額が１年を単位として定められている場合において、その使用期間が１年に満たないときは、都市公園の使用を
　　始める日の属する月からこれを終了する日の属する月までの月数により算定した月割により使用料の額を算定する。この場
　　合において、当該使用料の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

　（２）前号に定めるもののほか、都市公園の使用が別表に定める単位未満であるとき、又は都市公園の使用に当該単位未満
　　の端数があるときは、それぞれ１単位に切り上げて使用料の額を算定する。

●法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項又は第３条第１項若しくは第３項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

１平方メート
ルにつき１年

１平方メート
ルにつき１年

１基、１平方
メートルにつ
き１年

単位

公園施設を設置する場合

公園施設を管理する場合

区分

１平方メート
ルにつき１日

１基、１年

１基、１年

１平方メート
ルにつき１日

都市公園におい
て行為をする場
合

１平方メート
ルにつき１日

写真機１台に
つき１日

１日

１平方メート
ルにつき１日

１件につき１
日

都市公園を占用
する場合

１本につき１
年

１本につき１
月

１メートルに
つき１年


